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Ⅰ－資料７①
○ 介護給付費請求書等の記載要領について（平成13年11月16日老老発第31号厚生労働省老健局老人保健課長通知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

１・２ （略） １・２ （略）

３ 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二及び第二の二、第三

から第七の二まで、並びに様式第八から第十まで）

⑴ （略）

⑵ 項目別の記載要領

①～⑨ （略）

⑩ 給付費明細欄（様式第七及び第七の二においては１枚に複数の

給付費明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービ

スコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、

同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給

付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する

事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサー

ビスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコー

ドを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認し

て記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等

、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数

表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、

基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

限る。）を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくことと

３ 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二及び第二の二、第三

から第七の二まで、並びに様式第八から第十まで）

⑴ （略）

⑵ 項目別の記載要領

①～⑨ （略）

⑩ 給付費明細欄（様式第七及び第七の二においては１枚に複数の

給付費明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービ

スコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、

同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給

付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する

事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサー

ビスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコー

ドを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認し

て記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等

、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数

表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、

基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

限る。）を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくことと



- 2 -

し、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間

地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象と

なるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数

点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること。

・訪問看護（定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問

看護を行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載す

る場合を除く。）

・福祉用具貸与

・介護予防福祉用具貸与

・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用

具貸与

・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型

の介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪

問介護系サービスにおける総合事業（「指定第一号訪問事業」）

、通所介護系サービスにおける総合事業（「指定第一号通所事業

」）（ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を

除く。）

・介護予防通所リハビリテーション（ただし、日割り計算用のサ

ービスコードを記載する場合を除く。）

・夜間対応型訪問介護（ただし、日割り計算用のサービスコード

及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合

を除く。）

・小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算及び日

割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・介護予防小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加

算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（ただし、初期加算、退院

時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する

場合を除く。）

・看護小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算、

退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載

し、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間

地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定

処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数

の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出し

た単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること。

・訪問看護（定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問

看護を行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載す

る場合を除く。）

・福祉用具貸与

・介護予防福祉用具貸与

・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用

具貸与

・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型

の介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪

問介護系サービスにおける総合事業（「指定第一号訪問事業」）

、通所介護系サービスにおける総合事業（「指定第一号通所事業

」）（ただし、日割り計算用のサービスコードを記載する場合を

除く。）

・介護予防通所リハビリテーション（ただし、日割り計算用のサ

ービスコードを記載する場合を除く。）

・夜間対応型訪問介護（ただし、日割り計算用のサービスコード

及び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合

を除く。）

・小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算及び日

割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・介護予防小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加

算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（ただし、初期加算、退院

時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する

場合を除く。）

・看護小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算、

退院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載
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する場合を除く。）

・訪問介護（※１）、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短

期入所生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス

（※１）指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修

課程修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪

問介護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪

問介護事業所が行う場合

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション

、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物

の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービス

を行う場合

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

（記載例療養型施設医師配置減算「－12」）

エ～コ （略）

⑪ 給付費明細欄（住所地特例対象者）（様式第二及び第二の二に

おける特定地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型

居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護

）及び特定地域密着型介護予防サービス（介護予防認知症対応型通

所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護）のみ記載）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービ

スコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、

同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給

付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する

事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサー

ビスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコー

ドを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

する場合を除く。）

・訪問介護（※１）、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短

期入所生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス

（※１）指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修

課程修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪

問介護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪

問介護事業所が行う場合

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション

、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物

の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービス

を行う場合

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

（記載例療養型施設医師配置減算「－12」）

エ～コ （略）

⑪ 給付費明細欄（住所地特例対象者）（様式第二及び第二の二に

おける特定地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型

居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護

）及び特定地域密着型介護予防サービス（介護予防認知症対応型通

所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護）のみ記載）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービ

スコード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、

同一のサービスコードに対し、一回、一日又は一月あたりの介護給

付費の単位数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する

事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」のサー

ビスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービスコー

ドを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）
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ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認し

て記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等

、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数

表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、

基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

限る。）を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくことと

し、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間

地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象と

なるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数

点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること。

・夜間対応型訪問介護（ただし、日割り計算用のサービスコード及

び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を

除く。）

・小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算及び日割

り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・介護予防小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算

及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（ただし、初期加算、退院時

共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場

合を除く。）

・看護小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算、退

院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載す

る場合を除く。）

・地域密着型通所介護における共生型サービス

・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ

以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載をす

ること。

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

給付費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認し

て記載すること。ただし、介護給付費の割引、率による加減算等

、介護給付費の単位数を計算で求める場合は、介護給付費単位数

表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、

基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

限る。）を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくことと

し、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間

地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定

処遇改善加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数

の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出し

た単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること。

・夜間対応型訪問介護（ただし、日割り計算用のサービスコード及

び算定単位が「一回につき」のサービスコードを記載する場合を

除く。）

・小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算及び日割

り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・介護予防小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算

及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（ただし、初期加算、退院時

共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場

合を除く。）

・看護小規模多機能型居宅介護（ただし、短期利用、初期加算、退

院時共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載す

る場合を除く。）

・地域密着型通所介護における共生型サービス

・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ

以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載をす

ること。



- 5 -

（記載例認知通所介護送迎減算「－47」）

エ～ケ （略）

⑫～㉗ （略）

（記載例認知通所介護送迎減算「－47」）

エ～ケ （略）

⑫～㉗ （略）

４ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書記載に関する事項（様式

第二の三及び第七の三）

⑴ （略）

⑵ 項目別の記載要領

①～⑦ （略）

⑧ 事業費明細欄

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より

低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回

、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位

数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記

載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」

のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービ

スコードを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支

援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。

ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加

減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求

める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算

方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、基本とな

る単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）

を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶え

ず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算出し

た単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等に

４ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書記載に関する事項（様式

第二の三及び第七の三）

⑴ （略）

⑵ 項目別の記載要領

①～⑦ （略）

⑧ 事業費明細欄

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より

低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回

、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位

数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記

載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」

のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービ

スコードを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支

援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。

ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加

減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求

める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算

方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、基本とな

る単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）

を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶え

ず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算出し

た単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等に
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おける小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサー

ビスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の

四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること（ただし、算定単位

が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載す

る場合を除く。）。

・訪問型サービス（みなし）

・訪問型サービス（独自）

・訪問型サービス（独自／定率）

・訪問型サービス（独自／定額）

・通所型サービス（みなし）

・通所型サービス（独自）

・通所型サービス（独自／定率）

・通所型サービス（独自／定額）

・その他の生活支援サービス（配食／定率）

・その他の生活支援サービス（配食／定額）

・その他の生活支援サービス（見守り／定率）

・その他の生活支援サービス（見守り／定額）

・その他の生活支援サービス（その他／定率）

・その他の生活支援サービス（その他／定額）

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

（記載例通所型サービス同一建物減算１「－376」）

エ～ク （略）

⑨ 事業費明細欄（住所地特例対象者）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より

低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回

、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位

数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記

おける小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善

加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に

所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数

を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること（ただし、算定単位

が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載す

る場合を除く。）。

・訪問型サービス（みなし）

・訪問型サービス（独自）

・訪問型サービス（独自／定率）

・訪問型サービス（独自／定額）

・通所型サービス（みなし）

・通所型サービス（独自）

・通所型サービス（独自／定率）

・通所型サービス（独自／定額）

・その他の生活支援サービス（配食／定率）

・その他の生活支援サービス（配食／定額）

・その他の生活支援サービス（見守り／定率）

・その他の生活支援サービス（見守り／定額）

・その他の生活支援サービス（その他／定率）

・その他の生活支援サービス（その他／定額）

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

（記載例通所型サービス同一建物減算１「－376」）

エ～ク （略）

⑨ 事業費明細欄（住所地特例対象者）

当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコー

ド及び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記

入する方法をとっても差し支えないこと。

なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より

低い単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、一回

、一日又は一月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位

数が異なるごとに行を分けて記載すること。

また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記
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載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」

のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービ

スコードを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支

援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。

ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加

減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求

める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算

方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、基本とな

る単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）

を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶え

ず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算出し

た単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等に

おける小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算又は介護職員処遇改善加算の場合は、対象となるサー

ビスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の

四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること（ただし、算定単位

が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載す

る場合を除く。）。

・訪問型サービス（みなし）

・訪問型サービス（独自）

・訪問型サービス（独自／定率）

・訪問型サービス（独自／定額）

・通所型サービス（みなし）

・通所型サービス（独自）

・通所型サービス（独自／定率）

・通所型サービス（独自／定額）

・その他の生活支援サービス（配食／定率）

載する事由に該当する場合については、算定単位が「一月につき」

のサービスコードを記載せず、算定単位が「一日につき」のサービ

スコードを記載し、請求すること。

〈該当サービス種類〉 （略）

〈日割り計算を行う事由〉 （略）

ア・イ （略）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する一回、一日又は一月あたりの介護

予防・日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支

援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。

ただし、介護予防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加

減算等、介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で求

める場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費単位数表の計算

方法及び端数処理（単位数の算定に関する端数処理は、基本とな

る単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）

を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っていくこととし、絶え

ず整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算出し

た単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間地域等に

おける小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善

加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に

所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数

を記載すること。

以下に該当する場合は記載を省略すること（ただし、算定単位

が「一回につき」又は「一日につき」のサービスコードを記載す

る場合を除く。）。

・訪問型サービス（みなし）

・訪問型サービス（独自）

・訪問型サービス（独自／定率）

・訪問型サービス（独自／定額）

・通所型サービス（みなし）

・通所型サービス（独自）

・通所型サービス（独自／定率）

・通所型サービス（独自／定額）

・その他の生活支援サービス（配食／定率）
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・その他の生活支援サービス（配食／定額）

・その他の生活支援サービス（見守り／定率）

・その他の生活支援サービス（見守り／定額）

・その他の生活支援サービス（その他／定率）

・その他の生活支援サービス（その他／定額）

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

エ～ケ （略）

⑩～⑬ （略）

・その他の生活支援サービス（配食／定額）

・その他の生活支援サービス（見守り／定率）

・その他の生活支援サービス（見守り／定額）

・その他の生活支援サービス（その他／定率）

・その他の生活支援サービス（その他／定額）

減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「－」の記載を

すること。

エ～ケ （略）

⑩～⑬ （略）

６ （略） ６ （略）

（表）

３(1)2、４(1)2  （内容変更有）

３(1)3、４(1)3 （内容変更有）

３(2)18    （内容変更有）

３(2)19    （内容変更有）

３(2)20    （内容変更有）

３(2)21    （内容変更有）

３(2)22    （内容変更有）

３(2)23    （内容変更有）

３(2)24    （内容変更有）

４(2)13   （内容変更有）

６(1)1     （内容変更有）

６(2)      （内容変更有）

別記      （内容変更有）

別表1     （内容変更有）

別表2     （内容変更有）

別表3     （内容変更有）

別表5     （新規）

別表6     （新規）


